
＜全国歯科大学・歯学部附属病院診療放射線技師連絡協議会規約＞ 
 
（名称） 第 1 条 本会は、全国歯科大学・歯学部附属病院診療放射線技師連絡協議会（全

国歯放技連絡協議会）と称す。 
（目的） 第 2 条 本会は、会員が相互に連絡をもって研鑽し、医育機関病院の診療放射

線技師としての資質の向上を計り、歯科医療の発展に貢献することを

目的とする。 
（事務所）第 3 条 本会の事務所は、役員の勤務場所に置く。 
（会員） 第 4 条 本会は、全国の歯科大学・歯学部附属病院に勤務する各施設の診療放

射線技師で構成する。 
２ 本会に対し、特に功績のあった会員、またはそれに準ずる人を総会の

決定により、名誉会員とすることができる。名誉会員は会費納入の義

務が免除される。 
３ 本会の趣旨に賛同する診療放射線技師で、会長が認めた者を個人会員

とすることができる。 
（役員） 第 5 条 本会は、次の役員を置く。 
        （１）会 長    １名    （２）副会長    ２名 

（３）総 務    １名    （４）会 計    １名 
        （５）幹 事      若干名       （６) 会計監査   １名 

２ 会長、副会長および会計監査は総会において選出し、総務、会計およ

び幹事は会長の指名により任命する。 
３ 役員の任期は 2 年とし、再任を防げない。 

（会議） 第 6 条 総会は、原則として毎年 1 回開催するものとする。 
２ 総会は、会長がこれを召集し重要な事項を審議する。 
３ 総会の議長は、出席者の中から選出する。 
４ 総会の議決は、出席者の過半数による。ただし、可否同数の場合には、

議長の決するところによる。 
５ その他、会長が認める場合には、臨時の会議を開催できる。 

（会計） 第 7 条 本会の経費は、会費および他の収入をもってこれに充てる。 
２ 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日より、翌年の 3 月 31 日迄とする。 
３ 会費は、1 施設年額 10,000 円とする。 
４ 個人会員の会費は年額 4,000 円とする。 

（付則） 第 8 条 本規約の変更は、総会の承認を必要とする。 
２ 本規約は、平成元年 10 月 19 日から実施する。 

（平成４年 7 月 11 日に一部改正) 
（平成 6 年 7 月 9 日に一部改正） 



（平成 8 年 7 月 28 日に一部改正） 
（平成 12 年 7 月 1 日に一部改正） 


